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次期事業用自動車総合安全プランの重点的に取り組む安全対策案

プラン２０２５ 重点的に取り組む安全対策

1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現1. 「新たな日常」における安全・安心な輸送サービスの実現

・新型コロナウィルス感染症拡大に伴う運送労働環境の変化と付帯作業の増加への対応
・激甚化・頻発化する災害への対応 等

2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶2. 抜本的対策による飲酒運転、迷惑運転等悪質な法令違反の根絶

・飲酒運転事故件数の近年の下げ止まりへの対応
・社会的関心の高まる「あおり運転」への対応 等

3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進

・ICTを活用した高度な運行管理の実現
・無人自動運転サービスに向けた安全確保 等

4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた
事故の防止対策

4. 超高齢社会におけるユニバーサルサービス連携強化を踏まえた
事故の防止対策

・依然として多発する乗合バスの車内事故への対応
・高齢運転者事故への対応 等

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による
安全体質の強化

5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と関係者の連携による
安全体質の強化

・各業態の特徴的な事故への対応
・健康に起因する事故の増加への対応 等

６.道路交通環境の改善６.道路交通環境の改善

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な
 機能分化を推進する 等

次期プラン 重点的に取り組む安全対策＊

1. 自動車運送に係る全ての者における行動変容の推進1. 自動車運送に係る全ての者における行動変容の推進

・運行管理者・運転者等の行動変容
・利用者等の行動変容 等

2.運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶2.運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶

・重大事故の再発防止のための啓発
・監査体制等の強化 等

3. ICT、先進安全自動車、自動運転等新技術の開発・普及推進3. ICT、先進安全自動車、自動運転等新技術の開発・普及推進

・運行中も含めた運行管理の高度化
・先進安全技術の更なる性能向上・普及促進
・自動運転車両等の普及促進 等

4.少子超高齢社会における事故の防止対策の推進4.少子超高齢社会における事故の防止対策の推進

・健康起因事故対策の推進
・経験が未熟な運転者での安全対策の徹底 等

5.原因分析に基づく事故防止対策の立案5.原因分析に基づく事故防止対策の立案

・各業態の特徴に応じた事故分析・対策の検討
・各地域の特徴に応じた事故分析・対策の検討
・ビッグデータを用いた対策の検討 等

６.道路交通環境の改善６.道路交通環境の改善

・高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な
 機能分化を推進する 等

*R7第1回「自動車運送事業安全対策検討会」時点
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○運行管理者・運転者等の行動変容（本省、運送事業者）
国土交通省にて作成してきた各種マニュアル等の内容について、運行管理者や運転者等が実践することが重要であるところ、
こららの者の行動変容につながる方策を講じていく。

○利用者等の行動変容（本省、運送事業者、乗客）
交通事故のさらなる削減にあたっては、乗客及び周囲の交通参加者の安全意識向上が不可欠であるところ、これらの者の
行動変容につながる方策を講じていく。

1.自動車運送に係る全ての者における行動変容の推進1.自動車運送に係る全ての者における行動変容の推進

○重大事故の再発防止のための啓発（本省、地方運輸局、運送事業者）
軽井沢スキーバス事故のような悲惨な事故を二度と起こさないため、国及び運送事業者を始めとした関係者による輸送の
安全に向けた意識の醸成や啓発を新たに継続的に取り組む。具体的には、全国各地の運送事業者の経営者や運行管理
者向けに、各地方運輸局と管轄の事業者団体等と連携し、毎年、安全啓発を目的としたプッシュ型の研修会を実施する
などの方策を講じていく。

○監査体制等の強化（本省、地方運輸局、運送事業者、地方運輸局）
悪質な事業者が利益を得るといったモラルハザードを生じさせないよう、運行管理未実施、改善基準告示違反や飲酒運
転等悪質な法令違反を根絶するためにも、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化していると認められる事
業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、引き続き、適正化実施機関において、取組を強化した巡回指導を
行うとともに、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施していく。トラックにあっては、事業許可の
更新制度の適切な運用を図っていく。

2.運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶2.運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶

次期プランにおける重点的に取り組む安全対策案①
第１回検討会資料再掲 
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○運行中も含めた運行管理の高度化（本省、運送事業者）
遠隔点呼・自動点呼、運行管理の一元化等段階的に運行管理の高度化を図ってきているところ、特に運行管理の負担が
大きい小規模事業者においても運行管理の高度化を図るための方策を講じていく。
加えて、運行前後の運行管理（点呼、指導監督等）だけでなく、安全性を向上させる観点において、低コストかつ動態管
理可能な運行記録計の普及等運行中の運行管理を普及させる方策を講じていく。

○先進安全技術の更なる性能向上・普及促進（本省、運送事業者、メーカー）
衝突被害軽減ブレーキをはじめとした先進安全技術は交通事故防止に貢献しているところ、今後も先進安全技術の更なる
性能向上や商用車アセスの導入など普及を促進する方策を講じていく。

○自動運転車両等の普及促進（本省、運送事業者、メーカー）
交通事故の多くは運転者の違反に起因するものであるところ、自動運転車両の導入促進に資する方策を講じていく。

3. ICT、先進安全自動車、自動運転等新技術の開発・普及推進3. ICT、先進安全自動車、自動運転等新技術の開発・普及推進

○健康起因事故対策の推進（本省、運送事業者）
コロナ禍を経て輸送需要が回復する一方、運転者不足が深刻な状況であるところ、安全に運行できるための運転寿命
を長くするため、事業者における健康管理を促進する方策を講じていく。

○経験が未熟な運転者への安全対策の徹底（本省、運送事業者）
運転者不足に伴い外国人人材の活用等今まで運送事業において運転業務を行っていない者による運行の増加が一
定数見込まれるところ、これらの者による運転業務においても安全運行が確実に行われるための方策を講じていく。

4. 少子超高齢社会における事故の防止対策の推進4. 少子超高齢社会における事故の防止対策の推進

次期プランにおける重点的に取り組む安全対策案②
第１回検討会資料再掲 
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5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案

○各業態の特徴に応じた事故分析・対策の検討（本省、運送事業者）
事業用自動車に係る事故については、乗合バス、貸切バス、タクシー、トラック（軽貨物以外）、トラック（軽貨物）のそ
れぞれで、死亡・重傷事故及び事故の傾向や特徴に違いがみられるところ、効果的に事故を防止するため、自動車事故報
告規則に基づく事故報告データ等を詳細に分析した上で、各業態の特徴に応じた方策を講じていく。また、各業態の特徴
に応じた事故について、事業用自動車事故調査委員会において検討される再発防止策について浸透を図る。
また、事業用自動車の死亡事故については、歩行者との事故によるものが多いところ、歩行者との事故を減らす方策につ
いて検討していく。

○各地域の特徴に応じた事故分析・対策の検討（本省、地方運輸局、運送事業者）
各運輸局によって、交通環境や事故の特徴が異なることも踏まえ、運輸局毎にこれらの特徴を踏まえた対策を講じていく。

○ビッグデータを用いた対策の検討（本省、運送事業者、メーカー）
バイタルデータやドライブレコーターの映像、テレマティクス等各種ビッグデータを容易に収集することが可能となっているところ、

AIも活用しながらこれらのビッグデータを収集・分析した上で、安全対策につながる方策を講じていく。

6. 道路交通環境の整備6. 道路交通環境の整備

次期プランにおける重点的に取り組む安全対策案③

○高速道路において、暫定２車線区間の対策として、４車線化や非分離区間へのワイヤロープやセンターブロック、
センターパイプの設置、逆走対策として標識や路面標示等の設置に加え、新技術も活用した対策を推進する。

○生活道路において、ゾーン３０プラスの整備による車両速度の抑制や通過交通の進入抑制を推進する。

第１回検討会資料再掲 



重点的な安全対策を踏まえた具体的な施策案について
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○ プラン２０２５と同様に重点的に取り組む安全対策案を踏まえ、具体的に取り組む施策案を次期プランに向けてまとめる

○ 現在素案をとりまとめたところであり、今後本検討会等での意見を踏まえ、施策案について修正を行っていき、次期プランとして

最終的に提示する

重点施策ごとの講ずべき施策

取り組むべき課題の中項目 重点施策 具体的な施策
（省内関係者、業界団体、自工会ごと）

【プラン2025の施策まとめについて】
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○ 具体的な施策案については資料２－１のとおり（現在検討中のものも含む）

【次期プランの重点的な安全対策案の項目等について以下を第1回検討会提示案より修正】

重点的な安全対策を踏まえた具体的な施策案について

・「重大事故の再発防止のための啓発」を
「悪質違反・重大事故の再発防止のための啓発」に変更

・高齢運転者事故への対応
・ユニバーサルサービスのさらなる普及拡充の推進
・乗合バスの車内事故防止

を取り組むべき項目の中項目に追加

・運輸安全マネジメント制度を通じた安全体質の強化

を取り組むべき項目の中項目に追加

追加に伴い、重点施策案「5.原因分析に基づく事故防止対策の立案」を
「5.原因分析に基づく事故防止対策の立案と安全体質の継続的強化」に変更

を重点的な安全対策案に追加

【P】
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特にご意見いただきたいこと

特にご意見いただきたいこと

・プラン2025の振返りも踏まえて、重点的に取り組む安全対策の具体的な施策案は問題ないか

・「その他安全にも資する運送事業における対策」という項目を追加すべきか

・具体的な施策案について追加で織込むべき項目はあるか
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